
辻堂青少年会館（談話室）

１件あたりコスト 1,959 円（令和３年度）

手数料
　　 令和７年３月３１まで 　　令和７年４月１日から

390 円 400 円

手数料
390円

受益者負担割合 19.9%

市負担
1,569円

手数料
400円

市負担
1,559円

受益者負担割合 20.4%

【用語の説明】

１人あたりコ ス ト

維持管理経費を１人あたりの使用で計算したものです。主に次の費用が含まれています。 （令和３年度決算実績）

（ 人件費、物件費、減価償却費など ）

受益者負担割合

１人あたりコストに占める使用料・手数料の割合です。

市負担

１人あたりコストに占める市負担の額で、１人あたりコストから当該使用料を差し引いた金額です。



辻堂青少年会館（集会室）

１件あたりコスト 1,400 円（令和３年度）

手数料
　　 令和７年３月３１まで 　　令和７年４月１日から

240 円 300 円

手数料
240円

受益者負担割合 17.1%

市負担
1,160円

手数料
300円

市負担
1,100円

受益者負担割合 21.4%

【用語の説明】

１人あたりコ ス ト

維持管理経費を１人あたりの使用で計算したものです。主に次の費用が含まれています。 （令和３年度決算実績）

（ 人件費、物件費、減価償却費など ）

受益者負担割合

１人あたりコストに占める使用料・手数料の割合です。

市負担

１人あたりコストに占める市負担の額で、１人あたりコストから当該使用料を差し引いた金額です。


